
 

特定福祉用具販売契約書 兼 重要事項説明書 

〔令和５年８月現在〕 

 

           （以下、「利用者」といいます）と 株式会社 新和メディカル（以下「事業者」といい

ます）は、利用者に対して後記表示の特定福祉用具を売り渡すことを約し、利用者はこれを買い受ける。 

この契約を証するため、本書二通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各一通を保有するものとする。 

 

（契約について） 

第１条 販売代金は 総額金         円 とし、利用者は事業者に対し下記のとおり支払う。 

１．本日前渡し金として 金        円 

２．令和  年  月  日までに、後記表示の特定福祉用具の引渡しと引き換えに 金        円 

 

第２条 事業者は利用者に対して後記表示の特定福祉用具を令和  年  月  日までに、前条１項の残代

金と引き換えに引き渡し、所有権は引渡しと同時に利用者に移転する。 

 

（重要事項説明書） 

株式会社 新和メディカル は、重要事項を説明し了解を得るとともに、販売契約に従いサービスを提供いた

します。 

 販売契約の締結にあたり、下記の福祉用具専門相談員が重要事項の説明および実使用での注意事項について

説明を行い、福祉用具の適合状況について確認いたしました。 

 

福祉用具専門相談員               

 

１ 当事業所が販売する福祉用具についての相談・苦情などの窓口 

   株式会社 新和メディカル福岡営業所  TEL：０９２－５０２－７２４４ 

   福祉用具専門相談員                         ／管理責任者               

※ ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２ 株式会社 新和メディカル の概要 

（1） 事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名  株式会社 新和メディカル福岡営業所 

所在地   福岡県福岡市南区的場1丁目２７—４ 

介護保険指定番号  第４０７１１００２８５号 

サービスを提供する地域    

 

 

（２） 営業時間 

月  ～  金 午前８：３０～午後５：３０ 

土 曜 日 午前８：３０～午後５：３０ 

定 休 日 日曜･祝日、第２･３土曜日、8/13~8/15、12/30～1/4 

（３） 職員体制 

 資格 常勤 非常勤 計 

管理者 福祉用具専門相談員（介護支援専門員）   名   名    名 

専門相談員 福祉用具専門相談員指定講習修了者   名   名    名 

 



 

３ 販売料金 

 （１）  特定福祉用具販売料金表 

種目 品名 販売料金 

腰掛便座   

入浴補助用具①   

入浴補助用具②   

自動排泄処理装置   

特殊尿器   

簡易浴槽   

移動用ﾘﾌﾄの吊り具部分   

（２）  福祉用具の居宅への搬入・搬出について 

※ 搬入・搬出に掛かる料金・交通費はいただきません。 

※  お客様の希望の日付及び時間が指定できます。（但し、商品の在庫状況によっては希望に副いかね

る場合もあります。） 

（３）  料金の支払い方法（原則 償還払い） 

□【償還払い】 

「償還払い」は、利用者が、いったん費用の全額（10割分）を事業者に支払い、その後､保険者に申

請して､各利用者の負担割合に応じた自己負担分（1割～3割分）を除く保険給付分（9割～7割分）

の支給を受けます。 

□【受領委任払い】 

「受領委任払い」は、利用者が、費用のうち各利用者の負担割合に応じた自己負担分（1割～3割分）

のみを事業者に支払い、保険給付される（9割～7割分）は、保険者から利用者が受領に関する委

任を受けた事業者に直接支払います。 

４ サービスの提供にあたって 

① サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。

被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ下さい。 

② 福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行

いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 

５ 福祉用具専門相談員の禁止行為 

    福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は、そのご家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は、そのご家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービスの提供（大掃除など） 

⑤ 医療行為 

⑥ その他利用者又は、家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

６ 事故発生時等緊急の対応 

利用者に対する指定福祉用具貸与サービス提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 



 

７ 福祉用具の故障等の連絡について 

福祉用具の故障等があった場合、事業所にお申し出ください。早急に対応させていただきます。 

８ サービス内容に関する苦情 

（１） お客様相談・苦情窓口責任者 

担当：               電話： ０９２－５０２－７２４４   

（２） その他 

当社以外に、市町村や国民健康保険団体連合会に相談・苦情を伝えることができます。 

相 談 窓 口 電 話 番 号 

福岡県国民健康保険団体連合会 ０９２－６４２－７８５９ 

東区福祉・介護保健課 ０９２－６４５－１０６９ 

西区福祉・介護保険課 ０９２－８９５－７０６６ 

南区福祉・介護保険課 ０９２－５５９－５１２５ 

中央区福祉・介護保険課 ０９２－７１８－１１０２ 

城南区福祉・介護保険課 ０９２－８３３－４１０５ 

博多区福祉・介護保険課 ０９２－４１９－１０８１ 

早良区福祉・介護保険課 ０９２－８３３－４３５５ 

福岡県介護保険広域連合粕屋支部 ０９２－６５２－３１１１ 

春日市介護保険課 ０９２－５８４－１１２２ 

大野城市介護保険課 ０９２－５８０－１８６０ 

筑紫野市介護保険課 ０９２－９２３－１１１１ 

太宰府市介護保険課 ０９２－９２９－３２１１ 

那珂川市介護保険課 ０９２－９５３－２２１１ 

 

 

９ 虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げる通り必要な措置を講じます。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定を行います。 

② 苦情解決体制の整備を行います。 

③ 従業者の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施を定期的に行い、研修を通じて、従業

者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

④ 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業者が利用者等の

権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

⑤ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業員に周知徹底いたします。 

※ 虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。 

 
虐待防止に関する責任者       

 

 

１０ 福祉用具の取扱説明確認 

   福祉用具の事故防止のための注意事項について 

・ 居宅における、福祉用具の使用上の事故防止に関する説明をする。 

福祉用具の取扱説明について 

・ 利用者等に福祉用具搬入後、取扱説明書を説明し交付する。 

福祉用具の使用方法について 

・ 利用者等に販売する福祉用具を使用しながら、使用方法を説明する。 

 

 



 

（個人情報の使用について） 

当社の個人情報の取扱いについて、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用させていただ

きます。 

 使用目的  １．お客さまからの｢サービス等(※)｣の申込の受付のため 

         ２．お客さまの生活状況、身体状況等｢サービス等｣を利用いただくための環境や資格の把 

握・確認のため 

         ３．お客さまへの｢サービス等｣の提供に係る期日管理等、継続的な取引における管理、な 

らびに取引の解約や解約後の事後管理のため 

         ４．契約（情報主体と当社との間の契約および当社の業務に直接的または間接的に関連す 

る契約）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

         ５．その他、｢サービス等｣のお客さまへの提供を適切かつ円滑に履行するため 

※ ｢サービス等｣とは、当社が定款で定める事業によりお客さまに提供する商品及び便益

を示します。 

売買契約の締結にあたり、本書面により福祉用具購入についての重要事項の説明および実使用での取扱説明を

受け、了承しました。個人情報の使用についても同意いたします。 

      令和   年   月   日 

 

【ご利用者】      住  所                        

                                                       

                         氏    名                                  

 

【ご利用者親族】    私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました｡    

       ※注意：原則として親族とします。 

 

ご利用者との関係                  

                                               

住    所                     

                         

                                氏    名                                  

 

【事 業 者】          福岡県福岡市南区的場1丁目２７-４   

株式会社 新和メディカル福岡営業所  

所長     

                           （ 指定番号  第４０７１１００２８５号  ） 

◎ 利用者の状況 



　 □できる □何かにつかまれば可 □できない

□できる □何かにつかまれば可 □できない

　 □できる □背もたれがあれば可 □できない

　 □できる □何かにつかまれば可 □できない

　 □できる □何かにつかまれば可 □できない

□できる □何かにつかまれば可 □できない

□独歩 □杖 　　□歩行器 □車いす

□自立 □一部介助 □全介助

□自立 □一部介助 □全介助

□自立 □一部介助 □全介助

家族構成

移 乗

立ち上がり

歩 行

歩行手段

排 泄

入 浴

階段昇降

住宅状況

日
常
生
活
動
作

寝 返 り

起き上がり

座位保持

病　　歴

□独居
□高齢者世帯
□その他家族との同居

□一戸建て
□集合住宅

 


